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告

口
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村

陽
小
野
田
都
市
計
画
汚
物
処
理
場
の

陽
小
野
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の

管
告
示

治
団
体
の
名
称
等
…
…
…
…
…
…
…

治
団
体
の
異
動
事
項
…
…
…
…
…
…

散
等
に
係
る
政
治
団
体
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名
称
等
…

目

次

示地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（

国
市
平
田
一
丁
目
土
地
区
画
整
理
組

水
想
定
区
域
の
変
更
（
河
川
課
）
…

週
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…
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…
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…
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平 成 年
月 日

（金曜日）

一

土
地
区
画
整
理
組
合
の
名

岩
国
市
平
田
一
丁
目
土
地

経
済
産
業
部
林
業
振
興
課
及
び

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
五

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二

岩
国
市
平
田
一
丁
目
土
地
区
画

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

に
限
る
。
）
）
に
定
め
る
と

の
に
限
る
。
）
に
よ
る
。

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

土
地
改
良
区
の
名
称

美
祢
市
川
東
西
土
地
改
良
区

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
四称区

画
整
理
組
合

防
府
市
産
業
振
興
部
林
務
水
産
課

号
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三

整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を

一
日

山
口

こ
ろ
（
森
林
法
第
二
十
五
条
第
一

件び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三

林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定

た
。

一
日

山
口

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及

（
平
成
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第

一
日

山
口

認

可

年

月

平
成
二
四
、

八

号

一

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

項
に
規
定
す
る
重
要
流
域
に
係
る

種次
の
と
お
り
と
す
る
。

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
、
山
口

条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す

県
知
事

山

本

繁
太
郎

び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目

千
七
百
四
十
二
号
（
三
に
係
る
も

県
知
事

山

本

繁
太
郎

日
、
二
三

）、 も市 第る的の

告

示



平成 年 月 日 金曜日 山 口

河名厚

（定期）県 報

山
水

浸
水当

部
河

第 号

二三四

随
光
川
の
合
流
点

区

川
の称

上

厚

狭

川

水

系

左
岸

美
祢
市
大
嶺
町
西
分

右
岸

美
祢
市
大
嶺
町
西
分

狭
川

口
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

想
定
区
域
を
変
更
し
た
。

該
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た

川
課
及
び
宇
部
土
木
建
築
事
務
所

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日

事
務
所
の
所
在
地

岩
国
市
平
田
五
丁
目
二
八
番
一
六

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
五
日

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日

流

端

字
下
渡
八
一
三
番
二
地
先

字
鬼
園
一
二
四
四
番
一
地
先

九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
四
項

場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
示

に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

山
口
県
知

号

字
長
登
路
三

四
五
九
番
一

地
先

河
口

間

下

流

端

左
岸

美
祢
市
東

厚
保
町
川
東

字
権
水
二
二

七
三
番
四
地

先

右
岸

美
祢
市
東

厚
保
町
川
東

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

す
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建
築

事

山

本

繁
太
郎

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
三
一
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

山
口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て

山
口
県
萩
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

公

（
四
三
〇
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

光
市
室
積
四
丁
目
二
番
一
六

一
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
図
書

三
好

英
一

萩
市
大
字
堀
内
三
五
五
番
地

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
十
月
九
日
ま
で
の
間
、
山

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

一
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国

藤
原

弘
毅

告

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
十
月
九
日
ま
で
の
間
、
山

号 県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

館
に
架
け
る
橋

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

晋
作
会
連
合
会

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

二

のび のび

公

告



平成

二

年 月 日 金曜日

二三一

山 口 県

（
四次

一

（定期）報

一二

第 号

（
四特

と
お変

山
口

事
業
の
種
類

農
道
の
整
備

県
営
山
代
の
郷
地
区
中
山
間
地
域

事
業
の
種
類

用
排
水
施
設
の
改
修

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日

事
業
の
名
称

県
営
山
代
の
郷
地
区
中
山
間
地
域

三
三
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日

事
業
の
名
称

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

林

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

周

三
二
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

総
合
整
備
事
業

総
合
整
備
事
業

完
了

工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
山
口
コ
ア

英
毅

南
市
新
清
光
台
二
丁
目
二
番
八

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

十
月
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

山

本

繁
太
郎

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ラ号 第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
汚

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十

（
四
三
四
）
山
陽
小
野
田
都
市

山
陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一

同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

鳥
獣
侵
入
防
止
施
設

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十

一

事
業
の
名
称

県
営
山
代
の
郷
地
区
中
山

二

事
業
の
種
類

暗
渠
排
水

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
四
年
七
月
十
九

一

事
業
の
名
称

県
営
山
代
の
郷
地
区
中
山

二

事
業
の
種
類

計
画
課

十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

一
日

山
口

称物
処
理
場
一
山
陽
小
野
田
市
小
野

の
縦
覧
場
所

八
日

計
画
汚
物
処
理
場
の
変
更
に
係
る

画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
る
山
陽
小
野
田
都

す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ

七
日

間
地
域
総
合
整
備
事
業

日間
地
域
総
合
整
備
事
業

三

当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り

県
知
事

山

本

繁
太
郎

田
浄
化
セ
ン
タ
ー

図
書
の
写
し
の
縦
覧

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

市
計
画
汚
物
処
理
場
の
変
更
に
係

た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

縦 てる項



平成 年 月 日 金曜日 山 口

山
政

あ
っ

（定期）県 報

一二

第 号

（
四山

準
用

同
法

に
お

覧
に

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

三
五
）
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
ご

陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計
画
法

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日

委
員
会

第
八
十
三
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条

と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

山
口
県
知

場
一
山
陽
小
野
田
市
環
境
衛
生

場
二
山
陽
小
野
田
市
清
掃
工
場

場
所

み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る
図
書

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

定
に
よ
る
山
陽
小
野
田
都
市
計

書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

長

上

符

正

顕

事

山

本

繁
太
郎

セ
ン
タ
ー

の
写
し
の
縦
覧

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る

で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

示
第
八
十
四
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

上

符

正

顕

四

が

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日

山
政

が
あ

山 口 県 定期）報 第 号

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日

第
八
十
五
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七

名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

る
。

長

上

符

正

顕

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十

す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は

一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
八
十
七
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

示
第
八
十
六
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

五

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

委
員
長

上

符

正

顕

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

。委
員
長

上

符

正

顕

出 出



平
成
二

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
印
刷

十
四
年
八
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


